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緊急対策の目的

○現状認識 デジタル化対応率（H21.3末現在）

①受信障害対策共聴施設（ビル陰等） １１．４％ 対応の加速化が必要
②集合住宅共聴施設（アパート・マンション等） ７２．２％ 対応の加速化が必要

○提言内容
① デジタル化の現状等に関する情報の公開・開示、共聴施設のデジタル化に関するロードマップの早期作成
② 関係者の取組を踏まえ得られたデジタル化等の情報について、可能な限りデジサポに集約するための関係者の協力
③ デジタル化の方向性、関係者の役割や具体的取組等について「共聴施設デジタル化緊急対策」（仮称）の早急なとりまとめ

④ デジタル化の進捗状況等に係る情報交換や必要な取組に関する検討等を行うため、共聴施設デジタル化に特化した関係
者の推進体制の早期整備

（＊）「地上デジタル放送の利活用の在り方と普及に向けて行政の果たすべき役割」（第6次中間答申）（平成２１年５月２５日、情報通信審議会）
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情報通信審議会第６次中間答申

特に小規模施設、
老朽化施設等

デジサポを中心とした共聴施設のデジタル化促進活動をより実効あるものとするため、総務省、放送事業者、アンテナメーカー、
不動産管理関係団体、地方公共団体等幅広い関係者が、デジタル化の現状や目標と進捗状況を共有するとともに、それぞれの
立場又は相互連携により実施する事項について情報交換・共有し、必要に応じて対応方策の提言を行うことを目的とする「共聴施
設デジタル化推進会議（スクラム２０１１）」（座長：音好宏上智大学文学部教授）を設置（平成２１年７月）。

スクラム２０１１（共聴施設デジタル化推進会議）

「スクラム２０１１」として、共聴施設のデジタル化に関する現状や目標等の基本的事項を整理することにより、共聴施設のデジタ
ル化が広く国民に共有され迅速に対応すべき課題であるとの認識を広め、関係者の役割及び具体的行動を明らかにしてこれを
促すことを目的として、「共聴施設デジタル化緊急対策」を策定。

共聴施設デジタル化緊急対策



共聴施設デジタル化の現状と目標



共聴施設デジタル化の留意事項
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○ 共聴施設デジタル化にあたっては、①ＵＨＦアンテナの設置が必要であること、②受信障害が相当程度解
消されること、③デジタル化対応を急ぐ必要があること、に留意すべき。

○ 受信障害対策共聴施設では、①受信障害が解消する場合には、自ら個別受信により対応、②受信障害が
継続する場合には、当事者間協議により最適な対応方策を選択。①に関する受信者への周知、②に関する
協議を大幅に加速化することが必要。

○ 集合対策共聴施設では、既存設備で地デジ受信不可能な場合には、当事者間協議により最適な対応方
策を選択。この協議を大幅に加速化することが必要。

受
信
障
害
対
策
共
聴
施
設

集
合
住
宅
共
聴
施
設

①地デジ化により
受信障害が解消

②地デジ化しても
受信障害が継続

ＵＨＦアンテナを自ら設置して、個別受信する
ことが必要

・共同のＵＨＦアンテナを設置し、既存の
アナログ共聴施設をデジタル改修

・ケーブルテレビやブロードバンドサー
ビスに移行

受信状況調査

①既存設備で
地デジ受信不可能

②既存設備で
地デジ受信可能

・共同のＵＨＦアンテナを設置し、既存の
アナログ共聴施設をデジタル改修

・ケーブルテレビやブロードバンドサー
ビスに移行

・各部屋にＵＨＦアンテナを設置して、
個別受信に移行

受信状況確認

当事者間
協議

受信者側
対応

当事者間
協議

対応不要



○ 受信障害対策共聴施設（建築物その他の工作物による影響により、地上テレビ放送が受信できない地域の
難視聴解消を目的として設置された施設）は、全国に約5万施設（約606万世帯）設置・運用されている。

○ 平成21年３月末現在、約5,600施設（約122万世帯）についてデジタル化対応を確認済。
○ デジタル化対応率は施設の約11.4％（世帯対応率は約20.2％）に留まっており、今後対応の加速化が必要。
○ 「デジタル放送推進のための行動計画」（第9次） においては、当面の目標として、受信障害対策共聴施設に
ついて、2010年3月時点でデジタル化対応率50％の目標が設定されている。

受信障害対策共聴施設のデジタル化対応状況
（施設数ベース）

受信障害対策共聴施設のデジタル化対応状況
（世帯数ベース）

対応済

5,646施設
(11.4%)

計画あり

7,243施設
(14.6%)

計画なし・

不明

36,612施設
(74.0%)

運用中
施設総数

49,501施設
（その他廃止
11,435施設）

対応済

122.4万
世帯

(20.2%)

計画あり

145.5万
世帯

(24.0%)

計画なし

・不明

337.7万
世帯

(55.8%)

運用中施設の
総世帯数
605.6万世帯
（その他廃止に
係るもの
244.4万世帯）

データはいずれも
平成21年３月末現在

「対応済」： デジタル化改修済 または
個別受信に移行する（ため施設撤去する）ことについて当事者間で合意済（ケーブルテレビ移行による廃止は、運用中施設総数の外数となる。）

「計画あり」：施設管理者がデジタル化対応の方法（施設改修、ケーブルテレビ移行・個別受信移行のため撤去など）を決定済 5

受信障害対策共聴施設のデジタル化の現状と目標



○ 一部地域ではデジタル化対応が比較的進んでいる（北海道、九州地方では30％超）など地域間格差も
見られるが、全国的に早急な対応が必要。

○ 施設数の多い関東、近畿においては特に重点的な対応が必要。

受信障害対策共聴施設の地域別対応状況（構成比）

受信障害対策共聴施設の地域別対応状況（対応済施設の比率）
（施設数を考慮した場合）

11.4%
(5646)

32.2%
(1400)

17.9%
(516)

7.5%
(1361)

22.3%
(173)

6.6%
(44)

14.7%
(406)

4.7%
(663)

6.6%
(144)

11.8%
(82)

30.7%
(834)

13.7%
(23)

14.6%
(7243)

15.8%
(685)

15.7%
(452)

16.7%
(3046)

37.9%
(294)

23.4%
(157)

6.8%
(188)

5.0%
(697)

30.4%
(660)

34.2%
(238)

29.7%
(807)

11.3%
(19)

74.0%
(36612)

52.0%
(2262)

66.4%
(1914)

75.8%
(13837)

39.8%
(309)

70.0%
(469)

78.5%
(2172)

90.3%
(12703)

63.0%
(1370)

54.0%
(376)

39.6%
(1074)

75.0%
(126)

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国(総数49501施設)

北海道(4347)

東北(2882)

関東(18244)

信越(776)

北陸(670)

東海(2766)

近畿(14063)

中国(2174)

四国(696)

九州(2715)

沖縄(168)

対応済 計画あり 計画なし 廃止
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対応済率

32.2%

17.9%

7.5%

22.3%

6.6%

14.7%

4.7% 6.6%
11.8%

30.7%

13.7%

１００％

５０％

全国平均
１１．４％

北海道
（総数4,347施設）

東北
（2,882）

関東
(18,244)

信越
(776)

北陸
(670)

東海
(2,766)

近畿
(14,063)

中国
(2,174)

九州
(2,715)

沖縄
(168)

四国
(696)

重点的に取り組むべき地域



○ 受信障害対策共聴施設では、一般施設（民間ビル等）が約８割を占めていることから、特に一般施設を
対象とした働きかけを重点的に行うことが必要。

○ あわせて、無届け施設の把握と届出等の勧奨も強化。

受信障害対策共聴施設の施設設置者別対応状況（対応済施設の比率）
（施設数を考慮した場合）
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重点的に取り組むべき対象施設

受信障害対策共聴施設（施設設置者別） デジタル化対応状況（施設設置者別）

国・自治体

等

7,657施設

(15.5%)

公益事業者

3,636施設
(7.3%)

一般
38,208
施設

(77.2%)

49,501
施設

対応済 計画あり 計画なし・不明

2,167施設
(28.3%)

1,776施設(48.8％)

4,274施設
(55.8%)

1,216施設
(15.9％)

1,413施設(38.9%)
447施設
(12.3%)

30,925施設(80.9%)
3,983
施設

(10.4%)

3,300
施設

(8.7％)

公益事業者・・・鉄道、電力、道路、航空等の事業者



○ 集合住宅共聴施設は、全国に約200万施設（約1,900万世帯に対応）設置。平成21年3月のサンプル調査

によれば、デジタル化対応率（ＵＨＦアンテナ設置済等のため改修不要な集合住宅や、既に改修が終了した
施設の割合）は約72.2％と推定される。

○ デジタル化対応率は平成20年3月比9.6ポイント上昇しているが、なお対応の加速が必要。
○ 「デジタル放送推進のための行動計画」（第9次） においては、当面の目標として、集合住宅共聴施設につ
いて、2010年3月時点でデジタル化対応率85％の目標が設定されている。

7,088施設

(30.8%)

7,326施設

(31.8%)

1,417施設

(6.2%)

7,037施設

(30.6%)

157施設

(0.7%)
7,088施設

(30.8%)

9,534施設
(41.4%)

1,722施設
(7.5%)

4,471施設
(19.4%)

210施設
(0.9%)

集合住宅共聴施設のデジタル化対応状況

（４Ｆ以上、約２．３万サンプル （社）日本ＣＡＴＶ技術協会調べ）

改修不要 改修済 計画中 未定 無回答

外側：平成２１年３月
内側：平成２０年３月
（サンプル数23,025施設） デジタル化対応済（改修不要＋改修済）

（２０年３月） （２１年３月）
６２．６％ → ７２．２％

8

集合住宅共聴施設のデジタル化の現状と目標
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○ ＵＨＦアンテナの設置されていない集合住宅の多い関東各都県や、アンテナの方向調整が必要となる可能
性のある愛知・京都において、シミュレーション上の要対応施設数が集中。

○ これらの地域においては、特に重点的な対応が必要。

（注）「対応不要等施設」とは、地上デジタル対応の改修済、ＣＡＴＶへ加入済及び電波シミュレーション（ＮＨＫによる）により受信可能と判断される場合等を合算（重複は除
く。）したもの。
なお、電波シミュレーションにおいては、アナログ放送と同一局からデジタル放送を受信する（開局予定を含む。）地域のように、ＵＨＦアンテナ設置済かつデジタル放

送送信局を向いているため、特段の対応を要せずデジタル放送を受信できると考えられる場合を対応不要としている。したがって、施設ごとの設備状況により、当該地
域であってもデジタル放送受信のために何らかの対応が必要となる場合がありうる。

対応済率
（棟数ベース）

（集合住宅加入世帯数比）

７２．２％（サンプル調査による推定値）

６１．５％（対応不要等施設の比率）
（平成２１年３月末現在）

都道府県
対応不要等
施設率

都道府県
対応不要等
施設率

北海道 98.8% 滋賀県 100.0%

青森県 99.3% 京都府 25.6%

岩手県 94.1% 大阪府 100.0%

宮城県 90.9% 兵庫県 99.3%

秋田県 99.4% 奈良県 98.0%

山形県 85.7% 和歌山県 99.1%

福島県 93.4% 鳥取県 98.3%

茨城県 39.4% 島根県 99.7%

栃木県 69.2% 岡山県 99.7%

群馬県 82.0% 広島県 91.9%

埼玉県 13.9% 山口県 86.2%

千葉県 23.8% 徳島県 44.6%

東京都 22.5% 香川県 98.6%

神奈川県 25.2% 愛媛県 53.9%

新潟県 100.0% 高知県 49.7%

富山県 92.5% 福岡県 81.5%

石川県 97.3% 佐賀県 40.8%

福井県 94.5% 長崎県 94.9%

山梨県 94.9% 熊本県 98.8%

長野県 94.2% 大分県 99.1%

岐阜県 87.2% 宮崎県 99.8%

静岡県 92.4% 鹿児島県 98.1%

愛知県 49.3% 沖縄県 97.7%

三重県 62.9% 全国 61.5%

対応不要等
施設

重点的に取り組むべき地域
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重点的に取り組むべき対象施設

○ 分譲住宅では、デジタル化改修やその費用負担について意志決定を行う機会が限られ、工事まで時間
を要する場合が多いため、特に分譲住宅を対象とした働きかけを重点的に行うことが必要。

○ また、老朽化した物件や小規模物件で費用負担が大きくなる傾向があるため、これらの集合住宅に対
して重点的に周知を行うことが必要。

・意志決定に時間がかかる傾向
・管理会社、管理組合、住民等に対
して重点的に働きかけを実施

・管理会社を介する賃貸物件が
多いため、賃貸住宅管理関連
団体等を通じて、効率的なアプ
ローチを展開

（※１）棟数、世帯数（戸数）は住宅・土地統計調査 （平成１５年、総務省統計局）による
（※２）各団体のホームページより（平成２１年７月確認）

分譲住宅
３９０万戸

①高層住宅
管理業協会

４１９社（※２）

（分譲の８～９割程度
の戸数）

上位１０社
（３～４割程度）

②賃貸不動産管理業協会（賃管協）
４,１４３社（※２）

重複あり

（ 4F 以上）
６９０ 万戸

４Ｆ建て以上の集合住宅
４６万棟 １０６０万戸

④公社・公団
２７０万戸（１９％）

⑤社宅
１３０万戸（９％）

③日本賃貸住宅管理協会（日管協）
１,１０９社（※２）

⑥
その他

全ての集合住宅 ２００万棟、１,９００万戸（※１）

賃貸住宅
１,４００万戸

（ 以下）
７１０ 万戸

3F

主な団体

主な団体

ほとんどの不動産会社は「(社)全国宅地建物取引業協会」または「(社)全日本不動産協会」に加盟している。



デジサポにおける共聴施設デジタル化に
向けた取組
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デジサポによる受信障害対策共聴施設のデジタル化支援

当
事
者
間
協
議

個
別
の
受
信

状
況
調
査

助
成
金
の
活
用

対
応
方
策
・費
用
負
担

に
関
す
る
意
志
決
定

改
修
工
事
等

（事
前
の
受
信

状
況
調
査
）

（助
成
金
の
活
用

可
能
性
の
検
討
）

簡易な受
信状況調
査（無償）

【デ
ジ
サ
ポ
の
活
動
】

【デ
ジ
タ
ル
化
対
応
の
流
れ
】

施設管理者へ
の個別訪問

個別の受
信状況調
査（無償）

助成金メ
ニューの
具体的提
案

対応状況の
フォローアッ
プ

簡易な紛争処
理体制による
調停、あっせ
ん（無償）

調
停
・

あ
っ
せ
ん

対応につ
いて合意
に至らな
い場合

必要なフォローアップ

直接受信の可
否について大
まかに把握

デジタル化対
応の必要性、
対応方策、費
用負担につい
て検討

施設ごとに受
信障害が残る
規模の目安を
把握

協議の継続

デジタル化対応として、「新設」「改修」「ケーブルテ
レビへの移行」を行う場合に助成金を交付。
（要件）
・ 世帯あたり３万５千円を超える場合
・ 助成率 最大１／２ （新設の場合は最大２／３）

○ 受信障害対策共聴施設の管理者を訪問し、施設のデジタル化状況の把握を行うとともに、デジタル化対応の
必要性、具体的な方法等について助言等を行い、その後も適宜フォローアップしつつ施設のデジタル化を支援。

○ 財政支援として、簡易な受信状況調査（無償）、個別の受信調査の実施（無償）、助成金（改修、新設、ケーブ
ルテレビ移行）、紛争処理体制による調停・あっせん（無償）を用意。その他必要な情報提供・助言等を実施。

管理会社・
受信者等へ
の説明会

※コールセンターに
よる問合せ対応も
実施



デジサポによる集合住宅共聴施設のデジタル化支援

デ
ジ
タ
ル
化
対
応
に

向
け
た
意
思
決
定

助
成
金
の
活
用

改
修
工
事
等

（
助
成
金
の
活
用
可
能
性
の
検
討
）

管理物件

情報の入
手

【デ
ジ
サ
ポ
の
活
動
】

【デ
ジ
タ
ル
化
対
応
の
流
れ
】

集合住宅
管理会社
等への個
別訪問

助成金メ
ニューの具
体的提案

必要なフォローアップ

デジタル化にあたっての対
応方策等について検討

（事
前
調
査
）

デジタル改修の必要性について把握
※UHFアンテナ設置の必要など

分譲住宅
（管理組合等が
意思決定）

賃貸住宅
（ビルオーナー等
が意思決定）

小規模施設や老朽化した
施設などで、費用負担が
過重となる場合集合住宅管理会社

不動産管理会社 等

相談・支援

デジタル化
関連情報の
提供

対応状況の
フォローアッ
プ

・地域特性等に応じ、必要な
デジタル化対応方法の紹介

・補助金に関する情報の提供

○ 集合住宅の管理会社等を訪問し、共聴施設のデジタル化状況の把握を行うとともに、デジタル化対応の必要
性、具体的な方法等について助言等を行い、その後も適宜フォローアップしつつ施設のデジタル化を支援。

○ 財政支援として、助成金（改修、ケーブルテレビ移行）を用意。その他、コールセンターや申請受付事務を通じ
て、必要な情報提供・助言等を実施。
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管理会社・
受信者等へ
の説明会

※コールセンターに
よる問合せ対応も
実施

デジタル化対応として、「改修」または「ケーブルテレ
ビへの移行」を行う場合に助成金を交付。
（要件）
・ 世帯あたり３万５千円を超える場合
・ 助成率 最大１／２



○ 平成２１年度当初予算による、受信障害対策（ビル陰など）の共聴施設のデジタル化改修に対する支援に
ついて、デジサポ（総務省テレビ受信者支援センター）にて、５月より助成金の交付申請の受付を開始

○ また、平成２１年度補正予算による
①集合住宅（マンションなど）の共聴施設のデジタル化に対する支援
②受信障害対策共聴施設のデジタル化に対する支援措置の拡充 等についても
８月１７日より助成金の交付申請の受付を開始

共聴施設の改修

ケーブルテレビ移行

共聴施設の改修

共聴施設の新設

ケーブルテレビ移行

平成２１年度当初予算 平成２１年度補正予算

受信障害対策共聴施設 集合住宅共聴施設

＜助成制度概要＞
○申請対象者
受信障害対策共聴施設、集合住宅共聴施設の管理者（共聴組合を含む。）

○助成額
地上デジタル放送の視聴に不可欠な施設の新設、改修又は置換等に要する総経費に対して、最大で１／２の額
（共聴施設の新設の場合は最大で２／３の額）
＊世帯当たりの負担が３．５万円を超える場合に限る。世帯あたり７万円までは、３．５万円を超える部分につき助成。

○助成金申請先
総務省テレビ受信者支援センター（デジサポ） 14

助成金制度の全体像



※ケーブルテレビへの移行に係る助成対象には契約料等（導入に伴う初期費
用）は含まれますが、移行後の維持管理費（利用料金）は含まれません。

【共聴新設（最大２／３助成）】【共聴施設の改修・ケーブルテレビへの移行（最大１／２助成）】

※ケーブルテレビへの移行については、施設改修を行う場合の経費より安価
な場合に限ります。

（１）事業費が「加入する世帯の数×３万５千円の３倍以上」の場合

国

（補助対象事業費の２／３）

視聴者側負担額※１

（補助対象事業費の１／３）

補助対象経費＝総経費

※１ 世帯当たり最低でも３万５千円を負担。

加入する世帯当たりの負担 視聴者側負担額 国の補助額

３．５万円の場合 ３５，０００ ０

７万円の場合 ３５，０００ ３５，０００

１０．５万円の場合 ３５，０００ ７０，０００

１５万円の場合 ５０，０００ １００，０００

（例）

（２）事業費が「加入する世帯の数×３万５千円の３倍未満」の場合

国＜補助対象経費の２／３＞

（事業費－３．５万円×加入する世帯の数）

視聴者側負担額

（３．５万円×加入する世帯の数）

補助対象経費※２

※２ この場合、補助対象経費は、総経費から当該施設に加入する世帯の数に３万５千円を乗じて得た額を差し引いた額
の２分の３倍に相当する額

（１）事業費が「加入する世帯の数×３万５千円の２倍以上」の場合

国

（補助対象事業費の１／２）

視聴者側負担額※１

（補助対象事業費の１／２）

補助対象経費＝総経費

※１ 世帯当たり最低でも３万５千円を負担。

加入する世帯当たりの負担 視聴者側負担額 国の補助額

３．５万円の場合 ３５，０００ ０

５万円の場合 ３５，０００ １５，０００

７万円の場合 ３５，０００ ３５，０００

１０万円の場合 ５０，０００ ５０，０００

（例）

（２）事業費が「加入する世帯の数×３万５千円の２倍未満」の場合

国＜補助対象経費の１／２＞

（事業費－３．５万円×加入する世帯の数）

視聴者側負担額

（３．５万円×加入する世帯の数）

補助対象経費※２

※２ この場合、補助対象経費は、総経費から当該施設に加入する世帯の数に３万５千円を乗じて得た額を差し引いた額
の２倍に相当する額

15

助成金制度の概要： 受信障害対策共聴施設
改修支援：地上アナログ放送の受信障害対策として設置された共聴施設を、地上デジタルテレビ放送の難視聴解消を目的として設置された

共聴施設に改修・置換する場合に、係る経費の一部（最大１／２）を助成（５，８００件程度）

ケーブルテレビへの移行支援：地上アナログ放送の受信障害対策として設置された共聴施設を、有線テレビジョン放送施設への置換により
地上デジタルテレビ放送の再送信を視聴可能とする場合に、係る経費の一部（最大１／２）を助成（２，０００件程度）

新設支援：地上デジタルテレビ放送の受信障害対策のため共聴施設を設置する場合に、新設に係る経費の一部（最大２／３）を助成 （当該
地域に対して地上デジタル放送が開始された後に建築物その他の工作物が設置されたことに起因する場合を除く）（１００件程度）
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○共同住宅共聴施設整備事業費助成事業
・共同住宅共聴施設の改修 約３０，０００件程度
・ケーブルテレビへの移行 約２，０００件程度

※ケーブルテレビへの移行に係る助成対象には契約
料等（導入に伴う初期費用）は含まれますが、移行
後の維持管理費（利用料金）は含まれません。

集合住宅共聴施設のデジタル化対応のため、施設改修又は有線テレビジョン放送施設への置換により地上デジタルテレビ放送
の再送信を視聴可能とする場合に、係る経費の一部（最大１／２）を助成

【共聴施設のデジタル化（施設改修又はケーブルテレビへの移行）（最大１／２助成）】

※ケーブルテレビへの移行については、施設改修を
行う場合の経費より安価な場合に限ります。

（１）事業費が「加入する世帯の数×３万５千円の２倍以上」の場合

国

（補助対象事業費の１／２）

視聴者側負担額※１

（補助対象事業費の１／２）

補助対象経費＝総経費

※１ 世帯当たり最低でも３万５千円を負担。

加入する世帯当たりの負担 視聴者側負担額 国の補助額

３．５万円の場合 ３５，０００ ０

５万円の場合 ３５，０００ １５，０００

７万円の場合 ３５，０００ ３５，０００

１０万円の場合 ５０，０００ ５０，０００

（例）

（２）事業費が「加入する世帯の数×３万５千円の２倍未満」の場合

国＜補助対象経費の１／２＞

（事業費－３．５万円×加入する世帯の数）

視聴者側負担額

（３．５万円×加入する世帯の数）

補助対象経費※２

※２ この場合、補助対象経費は、総経費から当該施設に加入する世帯の数に３万５千円を乗じて得た額を差し引いた額
の２倍に相当する額

助成金制度の概要： 集合住宅共聴施設



関係者における取組み



共聴施設デジタル化推進のための基本的枠組み

18

総務省・総通局

メーカー・JEITA放送事業者等

メディア周知、広報活動
支援策充実

管理簿の整備促進

放送等を通じた周知
広報活動

不動産関係団体
管理簿整備に向けた情報提供
地デジ相談窓口の設置、強化
管理物件への情報提供等

ケーブルテレビ事業者・
CATV連盟ケーブル対策

再送信メニューの提
供エリア、料金等の

情報提供

販売店・電商組

周知広報活動
低廉な共聴関連機器の

市場投入

問い合わせ

個別訪問・支援策

施設管理者
（公益事業者含む）

施設利用者

地方公共団体
行動計画の作成
周知広報活動

独自支援策の検討

工事業者・CATV技術協会・電工連
改修工事の平準化
施設改修対策
受信状況調査

個別受信対策
地デジ相談窓口の強化

専門性の高い人材の育成

コール
センター

デジサポ
電気事業者・電事連
電柱共架契約者等
に対する周知活動

○ デジサポは、共聴施設デジタル化促進活動の中核的位置づけとして、受信障害対策共聴施設の施設管理
者やマンション等の不動産管理会社等を訪問し、必要な情報提供及び技術的助言等を行う。

○ 関係者は、各種広報誌や会員企業等に対するセミナー開催等の周知活動や、独自で実施する各種調査
等により、共聴施設のデジタル化に直接貢献するとともに、その有する最新情報をデジサポに集約する。

○ また、それぞれの関係者が、施設管理者や一般からの問合せや相談に積極的に応じる態勢を整備するこ
とにより、施設管理者等との間での双方向性を創出し、効果的・効率的なデジタル化を推進する。



共聴施設デジタル化推進のＰＤＳサイクル
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（例）

・ アンケート調査や実地訪問による管理簿の整備及び更新（各施
設のデジタル化対応状況、計画の有無及び対応予定時期等）

・ 総括的分析、施設管理主体別分析（受信障害の場合）・管理形
態別分析（分譲・賃貸。集合住宅の場合）、ブロック・都道府県・市
町村による地域別分析等

・ 地域別デジタル化ロードマップ（2011年7月までの時系列・地域別
目標等）の策定・改定

・ 地域における取組の体制整備

・ 県単位のデジタル化推進組織（推進会議等）との連携

（関係者の認識向上（例））

・ 放送を通じた効果的なＰＲの実施（対象地域や時期を考慮した共
聴施設デジタル化に重点を置いたスポットや番組等）

・ デジサポによる効果的・効率的な訪問・説明（諸活動の優先順位
の設定、計画的ローラー訪問、適切な説明資料の活用、高齢者
等説明会等他の施策との連携）

・ 施設管理者、施設利用者（受信者）等相手方に応じた効果的な
訴求（配布資料、説明方法の推敲）

・ 地方公共団体に対する情報提供・働きかけ（デジサポ活動への
協力要請、国の施策の活用・地方公共団体独自施策の推奨等）

（最適選択肢による対応の促進（例））

・ デジタル化対応の選択肢（①個別受信への移行、②ケーブルテ
レビ等への移行、③デジタル改修）に関する情報の共有促進（ア
ンテナ工事やデジタル改修工事等の標準的費用、ケーブルテレ
ビや地デジのみ再送信メニューの提供エリア、料金等）

・ デジサポの有する支援ツール（受信調査、助成金、紛争処理等）
の効果的・効率的活用

（例）

・ 進捗状況データの確認（各施設のデジタル化対応状況
等）

・ 総括的分析、施設管理主体別・管理形態別分析、地域
別分析等による現状分析と改善点の検討

・ 全国及び地域別における現状分析等の共有（デジサポ
に対する情報のインプット、デジサポ業務に関する効果
的・効率的な情報共有（アウトプット）、地域の推進会議
等を通じた関係者との連携等）

・ 全国及び地域別の計画や目標の改定

ＰＬＡＮ：現状把握と計画策定

ＤＯ：各種推進策の実施ＳＥＥ：評価及び改善



関係者の具体的取組み①
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関係
主体

ＰＬＡＮ：現状把握と計画策定
ＤＯ：各種推進策の実施 ＳＥＥ：

評価及
び改善（関係者の認識向上） （最適選択肢による対応の促進）

①総務省、
総合通信
局

・ 共聴施設デジタル化に関する
現状分析（総合、主体別・形態別、
地域別等の分析）及び適正な目
標設定・必要な見直し

・ デジサポの活動状況に対する
適切な進捗管理・データ分析と
必要な対応の指摘

・ 管理簿データの関係者の間で
の活用方法の検討

・ 無届け施設に関する届出勧奨、
関係者への協力要請

・ 全国的な周知広報の展開
・ 関係者による推進体制の強化
・ 進捗状況等に関する詳細なデータの公
開

・ 消費者団体等への情報提供

・ デジサポの運営に係る予算の確保（本省）
・ 受信障害、集合住宅のデジタル化促進のための
支援措置（本省）

・ デジタル化対応の選択肢（個別受信、ケーブルテ
レビへの移行、デジタル改修）に関する情報（標準
費用、地デジのみ再送信メニューの提供エリア等）
の県単位推進組織等の場を通じた共有の促進

・ デジサポの訪問活動・助成金交付・調査等実績等
のチェック及び必要な助言

②デジサ
ポ

・ 説明会、管理者訪問、受信調
査、デジタル化改修等の助成等
に関する計画策定

・ 簡易連続調査結果のデータ開
示

・ 対応規模と手法の全体像の整理
・ フェーズごとの活動周知内容の明示
・ 活動周知用のツール（チラシなど）の作
成

・ 説明会、管理者訪問活動等の展開
・ 「地デジカ・ステッカー」の作成、周知広
報

・ 施設ごとの対応手法の整理
・ 各団体から入手した情報の整理
・ 助成金交付、受信調査、紛争処理等の推進

③都道府
県、市町
村

・ 都道府県や市町村及びその関
連団体等の管理する共聴施設
のデジタル化情報の把握・公開、
デジタル化対応の推進

・ 広報誌での周知
・ 無届け施設に関する調査への協力（可
能な範囲での情報提供）

・ 地方公共団体単独の支援措置
・ 地上デジタル放送専門の相談部門の設置

④放送事
業者

・ 各社の保有するデジタル化情
報のデジサポへの集約（管理簿
への反映）、i-mapシステムの整
備（NHK）

・ 簡易連続調査の結果共有（特
にコールセンター）

・ 放送による一般周知（基本情報やデジサ
ポ活動状況など）

・ 各種イベント等での周知
・ モデル事例の紹介

・ 個別受信可能性の検討

⑤不動産
管理業者

・ 自らの管理物件（各業者の場
合）に係る共聴施設及び会員企
業の管理する物件（関係団体の
場合）に係る共聴施設の届出状
況、デジタル化状況の把握（アン
ケート調査の実施等）

・ 法令に基づく必要な届出の実
施・勧奨

・ 機関紙や支部会等での団体内周知（基
本情報、デジサポ活動スケジュール等）

・ 施設類型別の取り得るデジタル化対応
手法の共有

・ 簡易連続調査結果やケーブル対応地域情報等の
各社での利用促進

・ デジサポ対応後のフォロー（施設管理者に対する
デジタル化対応の確認など）

・
関
係
者
が
参
加
す
る
場
を
設
定
し
、
現
状
評
価
及
び
改
善
方
策
を
検
討

・
各
関
係
者
が
活
動
内
容
を
報
告
し
、
関
係
者
全
員
で
共
有



関係者の具体的取組み②
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関係
主体

ＰＬＡＮ：現状把握と計画策定
ＤＯ：各種推進策の実施 ＳＥＥ：

評価及
び改善（関係者の認識向上） （最適選択肢による対応の促進）

⑥ケーブ
ルテレビ
事業者

・ ケーブル巻き取り済み施設（共
聴利用世帯がすでにケーブルテ
レビに移行した施設）等に関する
情報のデジサポへの集約

・ デジサポの高齢者等説明会に
おける協力

・ 導入経費のモデル化
・ 各種イベント等での周知

・ デジサポ対応後、ケーブル対策を検討する施設へ
のスムーズな対応引継ぎ

・ 管理簿及びｉ－Ｍａｐから逆引きできるケーブルテ
レビ対応会社リストの作成（価格等の基本情報含
む）

・ 電話相談（巻き取り申し込み）の体制整備

⑦アンテ
ナメーカー

・ 自らの施工・会員企業の施工
に係る共聴施設に関するデジタ
ル化情報のデジサポへの集約

・ 改修経費のモデル化
・ 機関誌による周知広報（届出の勧奨、助
成金等支援制度の周知等）
・ デジサポ、不動産管理業者等との連携
強化による情報共有

・ デジサポ対応後、改修対策を検討する施設への
スムーズな対応引継ぎ

・ デジサポ対応後、個別受信対策を検討する加入
者へのスムーズな対応引継ぎ

・ 対応手法の選択を迷っている施設へのコンサル業
務

⑧工事業
者

・ 自らの施工・会員企業の施工
に係る共聴施設に関するデジタ
ル化情報のデジサポへの集約

・ 改修経費のモデル化
・ 機関紙や支部会等での周知広報（届出
の勧奨、助成金等支援制度の周知等）

・ デジサポ対応後、改修対策を検討する施設への
スムーズな対応引継ぎ

・ 対応手法の選択を迷っている施設へのコンサル業
務

⑨電器店

・ デジサポ現場対応時の施設不
明の場合等において現地情報の
提供協力（かつて存在した施設
の管理者に関する情報提供等）

・ 機関紙や支部会等での周知広報（届出
の勧奨、助成金等支援制度の周知等）

・ デジサポの高齢者等説明会における協
力（必要な情報提供等；電商組）

・ 店頭における地デジ一般・共聴対応の必
要性に関する情報提供等

・ デジサポ対応後、個別受信対策を検討する加入
者へのスムーズな対応引継ぎ（「プッシュ型１１０番」
の展開）

・ 支部別の受信環境周知（個別受信可能状況や
ケーブル対応可能会社情報など）

⑩電力事
業者

・ 電柱共架契約当事者に対する
周知・調査（共架料金請求時等）
の実施と結果のデジサポへの集
約

・ 電力会社が所有する共聴施設
の対応状況の情報把握と反映

・ 共架料金請求時の国等のリーフレット送
付

・ 各種イベント等での周知
・ 無届け施設に関する調査への協力（可
能な範囲での情報提供）

・ 地域別（電力別）の対応手法の周知（個別受信可
能状況やケーブル対応可能会社情報など）

・
関
係
者
が
参
加
す
る
場
を
設
定
し
、
現
状
評
価
及
び
改
善
方
策
を
検
討

・
各
関
係
者
が
活
動
内
容
を
報
告
し
、
関
係
者
全
員
で
共
有



関係者の取組みを加速化するための仕掛け
○ 関係者の取組を加速化するための仕掛けとして「地域スクラム」を展開し、都道府県単位の「推進会議」
等を活用しつつ、各地域の関係者が総力を挙げて地域事情に応じた取組を推進する。

○ これらを推進するための障害となる諸問題に取り組むため、スクラム２０１１の下にワーキンググループ
を設置する。

【地域スクラムの推進】
総合通信局等の管内において、都道府県単位の「推進会議」等を活用して

共聴施設デジタル化を推進する「地域スクラム」を推進し、各地域の事情を
勘案した取組の推進や関係者の取組を総合化を図る。

（イメージ）
(1)地域事情に応じた推進体制の強化
・都道府県単位の「推進会議」等に、不動産関係者等の関係者を含めた共聴施設デジタ
ル化のための場を設定（既存の場を活用）

・総合通信局等がこれらの県単位の取組を地域ブロック単位で連携させ、デジサポと連
携しつつ、地域毎の取組を総合化する

(2)地域単位のロードマップの策定・改定と進捗管理
・実績値の定期的な現状確認
・地域別（都道府県・市区町村単位）のロードマップの策定（１０月まで）
・ロードマップの周知・共有と定期的な改定
・具体的な行動計画の策定・改定
・目標達成に向けた問題点や改善点等の検討

(3)地域事情に応じた地域独自の取組の推進
・施設管理者・管理会社や国・地方公共団体・公益事業者への個別訪問、説明会・相談
会の実施、助成金活用、紛争処理等について関係者が集中的に実施し、早期に成果
をあげるよう努力

・典型的な成功事例について、積極的な広報を展開

(4)地域を越えた情報やノウハウの共有
・地域独自の取組による成果や成功事例をスクラム２０１１に報告し、地域を越えて共有

・施設管理者が不明の場合の対応策など、各地域に共通する課題をワーキンググルー
プで検討し、地域を越えて共有

スクラム２０１１

ワーキンググループ

地域スクラム
（都道府県単位）

・・・・・

地域的取組の推進

ロードマップの策定

評価・改善
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